
第 2号様式 (1)― ①

(単体発注 。事後審査型)

郵覇港管理組合一般競争入札公告第10号

地方自治法 〔H召和E2年法律第67辱卜〕第234i条第豪項の規定に、kり 、 ‐般競争入本L(以下「入礼どという。)

を次のとおり実施すると

令和6年 3月 5園

1 入本とここ付する事項

那襄港管理糸豊含管即若 工城

(1) 業 務 名 那覇港現場技市げ業務奏託 (貝62)

(2) 稜 行 場 所 剪h朝港全域

(3' 業 務 内 容 郭義港における工事の現場技術業務参託

(1) 覆   行   期   口巨] 奨約篇結 目F)翌 日 (た だし、奨約 日め翌日が組作J)休 日に当たヽときと、44F),1、 日F)翌 日Ⅲから・令和
`年

9月 30日
=て

くる) 設 計 全 額 13,イJ30,000「Ч (乱込)

(Gう ) 資 格 審 査 方 法 事後審査聖 ※本業務は、競争参力H査格の審査を入札執行後に行 う。

(7) 最 低 制 骰 価 格

本人札案件ti、 最低制限価格が設定されノているため、最低縦眼価格未満の人札では

疼札者となることができない。
※「最低嗣限価格の算定に関する運用 :こついてJ

(1lttps 1//1lahaiめ ort.jp/bus二 1less/(‐ ontract/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 半 価
今和6年3月 設計業務

奏託等技術者単価

※本業務の予定価格 |ま芹記に示す設計業為奏託等技術者単価

を適用 して穣算 してお り、人本と参加精は同半値を適用 して見

績 りを行い入
=し

することぅ

(9】

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※ 本案件は、右表の う

ち、●印を付 した制度等の

適用がある。 )

議会議決

本業務は、議会π,議決に査―ナベき娑約及 tぶ財産砂政待又tま処分

に開する条御1第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要す

るため、淋札決定後は仮契約を締結 t_´ 、議会の ■l意の講決を経

て通知 したときiこ本契約 となる。

準備手続き
(予算成立講)

本手続きは、次年度当初 〔補正)予算成立を前提とこした年度蘭

始 (予算成立)説からの準備手続きで左)り 、予算成立後に効角
を生じる事業である。従 rっ て、議会において当初 (鞘正)予算
案が否決された場合は、契約を締結 t_′ ない。また、次年度当初
(補正)予算成立後においても、理車文出金に係る交付申講等

の手続きの関係 ti、 入れを延期する場合が左)る 。

準備手続き

(交付決定前)

本手続きは、甍庫支計十金に係る予算使犀を苗提とと/た事前準備

手続きであり、交付汎荘後に効力を生 じる事業である。従つ

て、交付申詰等の手続きの関係 I生、入札を廷理すa場合があ

る。

準備手続き

(繰越承認育1)

ホ手続きは、議会における繰越ホ謡を前提 とした事前準備手続

きであ り、議会承認後に効力を生 じる事業である。従つて、議

会 |こおいて本業務に係る千算の繰越承認が否夫さ漱′た場合:ま、

入本とを妊期叉放中 I≒することがある。また、予算の繰越承認後

においても、圏庫文出金に係 る繰越 (翌債)手続きの制係上、
入札を延理〕する場合がある.

債務負■行為業務
本業務は、償務条担布為に係る契為の特期の追痛を受ける業務
である。
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2 入卒と参デじ置資驀

次に定める要件をすべて満たと/て いる有資格業章であること。

業
務
実

績

(1) 業 穏 区 分 土木関係 ヨンサルタン ト

訓
`覇

港管理組合の測量 お建設コンサ′サ・タント等業登録業
者名締において、左記の登録を有するものc

(2)

側量・建設 コンサ
''ア

ン ト

筆入札参加資格本簿群鎌年

度
令和4・ 5年度

(3) 登 録 業 種
港湾及び空港   かつ

加工計画加工設備及び穫算

(4) 地方白治法施行令第二6〒条のとの規定に該当しなセヽ者であること。

(5) 入本と日から当該姿託の落本と決定郵までの間において、ガト覇港管理糸B合の指名停止措置を受::ていないこと.

(6)
会社更生法に基づき更生手続き開発の幸立てがなされている者又:ま民事再生法に基づき再生手続き開始のキ立

てがなさ漱,ている考 〔手続き開始の決定後、人札参珈変格の再認定を受 :|ている者を除くっ)ではないことし

(7)
警蒸半局から、暴力国景が実質鶴に経営を支鯉する建設業者叉iま これに準ずるものをとノて、那覇港管理系露合養

注工事等からの排除要諦があり、当該状況が継続 している斎でないこと。

8】(

入札に参加 しようとする者の麗塩以下の熱準のいずれかに該当する関係がないことr

なお、以 ドの調策がある場合に、詳送する者を汽夏)る た夏):こ 当事音間で連絡を取ることほ、郵翡港管
:即組各競争

契約 入札心掛葬 患条壽 芝項の規定に抵娘するもので 1ま ない.

ア 査本関係

次のいずれか :こ 該当する■者の場合.

(a)子会社等 (会社法 (平成 17年法律第36夢 第 2条第 3ォブ̂の 2に規定する子会社等をい うG以 ド麗じc)
と親会社等 (同条嘉 4号の 2に規定する親会社等をいう。以下同 じc)の関係にある場合

(b)報会社等を同じくする子会社等同十の判係 :こ ある場合

イ 人的関係

次のいずれかに該当する=者
の場 合。ただとン、 (a)|こ ついては、会社等 (会社法施行規貝J(平成 18年法務

省令第ほを,第 2条第 3項第 2募こ規定する会社等をい うゥ以 下同じ.)の 1方 が民事再生法 (平成 11年

法律第225号)第 宏条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社等又燃更生会社 (会 社更生法 (平成 14年

法律第 154号)第 2条第 7裏に規定する更生会社をい う。)である場合を除く。

(a)一方の会社等の投員 (会社法施行規則第 彦条嘉 事項第 3号に規定する投員の うち、次に揚 :す る者を

い うゅ以 下司じ.)が 、イ仕方の会社等の役員を乳 :こ兼ねている場合

1,1殊式会社の取締役。ただ と_′ 、次に掲げる者を除く。

◇会社法第2条第ととをの2に規定する監蒼等委員会設群会社たおこサる監査等委員で鹿)る政締役

②会社法第2条第12号に規定する指ノ
rl委員会等設置会社にお

'す

る取締役

③会社法弟E条第15号^に規定する社外取締投

④会社法第348条第1項に規定する定款に昇|1段の定めがある場合により業務を執行しないことと

されメている取締役

2)会社法第40之条に規定する指名委員会等設置会社のり呼〒役

3)会社法第575条葬 1項
'こ

規定する持分会社 (合名会社、合資会社又患合同会社をい う。)の社員

(lpl法第590条第 1項とこ規定する定款に昇|1段 の定めがある場合により業務を執行 ↓ないこととされ

ている社員を除くd)
4)組合の理事

5)そ の他業務を執行する者であつて、 1)ち らゝ4)ま でに1為 げる考に準ずる著

〔あ)一 方の会社等の投員が、他方の会社等の民事再生法嘉64条第2頃 又は会社更生法第67条嘉 1頓の規定ここ

より選任 され,た笹'財 入 (以 ド■に管財人とい うゥ)を現とこ栄ねている場合

(c, i方 の会社等の管財人が、他方の会社等の管財入を現に来テ&ている場合

ウ その他の人札の道正さが隠常され,る と認められる場合

組合 (共日企業体を含むa)と その補成員が騨―の入札ここ参加 している場合その他 ri記 ア叉i=イ と卜ll視

しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合G

(9, 地 域 要 件
】に覇帯f、 浦添帯f、 糸満熊、豊見城千f、 繭城 軒f、 前鳳原町、人重瀬町、子郵原町、生野湾

市、西原町為に本店があることc

対  象  期  間
自  F`成全る寄i4月 上日 左記の期間内に下記の対象業務を請負い、完成 ,号 !浅 しが

完「 と/た業務突績を右することG至  令韓6年 3月 13日

対 象 同 種 業 目 t県 市々町村 。 自治体で構成 さ鷲91た組合等が発注とた土木一式I事の現場技術業務

(10)
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(11)

肥
置
予
定
枝
術
者

備 考

次の (ア)(イ )を満たす管理技術者を配繊することG

(7す )下記に揚げるいずれかの資格を有することc

④技術十 (総合技術監理部FH:奪設部FB科 口)叉 |ま (建設部 F辱 )

③一級上本逮工管埋技辻

③RCCM又 はRCCMと 同等の能力を有する者 (技術士部粥と同様の建設喜i門に限る)

④兆津者が上記①～①と理等であると誌めた者
(イ )(10)に揚,デ る業務実績を1件以上有しフていること

次の (ア)(イ )を満たす担当技術者を難禅とすることf。
(ア )下記に揚:デ るいず庁l`かの資袴を有することぃ

0技術十 (総合技術監野謝
`弱

:建設再i門科園)又は (楚設¬
`闘

)

②一級上本施工管理技上

◎RCCM又 はRC弱とこ画等の有ヒカを有する者 〔妓術■部 ll月 と同様のと設訂ギHに限る)

◇発注音が ri穏o～③と同等でた)る と認めた者
(イ )(1◇うに揚げる業務実績を1件以上冶と́ていること

(12) 取 抜 け 案 件
以下の業務を落札 した者 4京 、本業務の藩札者 となることはできない

「
。那覇港現場柱

'(業

務萎託 (R併 1)

r今デ」6年 3月 らヨ】:蔀ぷ鎗i翼LttH合 増争競午入ネ1‐公告縮 9浄】

8 設帝卜図書等でブ_)lllЁ布、質問及び llll答

4 資格確認 申講普等〔″う提出

設 計 図 書 等 の 配 布

期 間 麹 令和6年3月 5日 (火 ) 至 令葎G年 3月 18層 ()1)

懸こ 布 方 法 那覇港管群組合ホーム/く―デtと てlll輪すする。 (ht中ざ〃nahaport,jp/〕

配 布 場 所 う

闘 い 合 せ 先

那薪市通常町 2者 1号^3暗

那覇港管理糸霞合 総務部 総務課 チlオ 務班

嘘話 0,3-868-2573

質 問 ・ 回 答 報 間 等

(1)入 |と '契約二持

統 に関す る こ と

那覇市通堂町 2番 1号  3磐
労卜薯港管理組合 総務部 総務謀 財務班

目邑轟千  t】 9g-868-全 678      FiX  898-868-色 619

(2)上 記 (1)以 外

に 関 す る こ と

郎薪市通士「 1‐ 2恭 1サ  2踏
那覇港管理組合 企画建設部 計画建設課

電話 0938680336

提 出 別 閥
葡 令稗6年 3月 5日  (火)  ～  至 令和64t3月 14田  (本 )

上記期間の上 日及 tド祝 日を除く毎 日、 9時から17時までc

提 農 場 所 に蔵と(1'1こ 1司 じ.

提 出 方 法 電送 (皿X叉 はメール (clni_touma20230nε haport jp))叉 球持参

同  答  方 法
那覇港管理組合ホームページ (httpSi//nahapOrt.jp/)及 び と記 (1)に

おいて、以 下の碁蘭、閲覧に

'を

する。

回 答 期 間
Ш答 日から  令 /1・「6年 3月 21日 (本) まで

上記期間の上 療及び机 日を除く毎 日、 9時か韓 7寺まで.

資 格 確 認 申 講 書

本競争の参力礎希望者は、次 `′

ノ)書類を薪眼ぬt~提出することr

なお、鶏銀までに提出がない場合、本競争に参加することができない,

提 出 書 類
① Ⅲ段競争人札参力用資格確認噂諦書 (弟 3岩^様式)

②返信用養筒 (入札絆呆通舞用(84鞘 切苧貼付))

提 出 期 間
白 令禾H6年3月 5調  (火 ) 至  令下116年 3月 13臣  (月 )

I綻理間の土 日及び祝 口を除く毎 ド、 9時から16時までc

提 出 場 所

那薪市通常田r2群 1拳  3階
那覇港管理糸H合 総務部 総務課 "務班

電話 098-868-2573

提 出 方 法 持参叉 tま謝
`送

(一般書留も t/く 1ま 綺易書留)

提  出 都  教 1曹h
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る 入札手続 き等

入  札  報  日  等

入 ホL Iケ  法

本業務は、紙入札 tこ より実施する。
入札普等は、あらか じめ指定する日に西こ遊 されるように (r配進 旧指

定瑯便」】、 「 ^股書ηJ又は 「綸易書留」のい・ヂ章1,かの方法により劉
`送することc持参や普通郵使等で提臨された場か、無勤とする。

提 出 書 類
①入本と書

0業務費鴎訳生̂

配 達 指 定 日

( 入́ |し 旧 〕
合和6年3月 81掴  (本 )

宛 先

〒90併 003る   那朝市通堂町 2香 1号

郵覇港舌運組合 総務部 総務課 踏務班

電話番号 09チ 868空 578

人 札 書 に 記 載
す  る 金  額

落春と決定にあたつては、入札書 tこ 記載された金額に当該金額の100分 の

10こと相導する額を加算 した全顎 (当 該金額にと円未満の端数があるとき

は、その端政全額を切 り捨てた金額)を tⅢ つて落札価格 とするので、入

札者 |す 、消費税及び地方消費税 tこ係 る課乱事業者であるか免税事業者で

あるかとf群わず、見穣 t〉 つた探約希望金額の110分 の100に相当する金顎

を入札告ここ記載すること.

ア́、

こ

本し

′思

関 す る

事  項

ア 入札普のくじの数宇 (任意の数学 3桁)は、l卜l顎 くじ袖選が発生し/

た場合に使用するため、必ず記入すること◆
イ 西こ逹指定 日以外の 口t二屋いた入札普及び1業務内訳害 :な 、批理 とィな

をヽ .、

ウ 入
=し

書め 日付は、開札 輝を記入すること,

業 務 費 内 訳 書
の   提   出

7第 1珂 露の入本した殊 tン 、大札書に記載さ浄′る入札金額に対応 ィヽた業務

費内訳書 (様式 自由)を提出することc

イ 業務費ぬ訳書には、作,費年月 日、章 コ、員数、半額注び金額を聯〕も

かにし、商号又は名称まとびに住所を記載するこを.

ウ 業務費 l′ ユヽ訳書に!三 、代表雑日Jを 押印することc

工 管理者 (こ れらの者の補助者を含む。):攻、提出された業務費内訳

書について説明を求めるこれがある。

入 札 の 無 勃
本公告に示 とッた競争参報資格のない者のと/た人本と、資格確認申講書等に驚偽の記載をとンた

者の と́′た入́札及び入札に関する条件に違反 と_′ た入́本とは、無助とする。

入 札 の 辞 退 等

資格確認申請春分握中l後 、碧;合により入
=と

を辞退する場合は、関札 輝時までに入札辞遺届

を提出すること。
また、基本と決定までの間に他の業務を碁札 t_´ たことtこ より配置予定技術者を本業務 :こ lrl置

することfができなくなったときは、直ちここ報告すること。当該報告がなく、本人本との手続き

が必札燕定まで至った場合、指ブ√伸 h措置要領に基づ く指峯停 止を行 うことがれ)る .

の 他

ア 幕札侯補者がいない場合は開札後直ちに再度 入札を行 うので、再皮 入札 iと も参取する

場合は、開札時点から立ち会 うこと。櫛度の開札寺に立ち会わない参練者は再笈入

札を辞退 したものとみなし、再度人札への参射を認めない。

rrヽ埋人が入札する場合は、入
=と

を行 う際に委任承及び薄己砂
=]鑑

を持参すること,

夕 姿任状には、業務名を記 入すること。
エ キ度入札参理者叉燃喜度入札参方H者の代理入は、当該入札に対する他のキ度入札参

加なの代理をすることはできない。
オ 再度入札黛、 I llllπ

'み
たするぅ

開   |し    博 叫 令下H6年 3月 23瞬  盗 )  15:00 ※人札壽の層付

開   札   場 所
|

郵覇港管理組合 2階大会議室

表入札帝は、朔札に立ち会 うことがでなる (再人札に参方にする場合it、 開本と時点から

立ち会 うこと)c

6  ドァ再本と
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7 資終確認資料 (アう提出と競争が加資格の審査

落 札 候 補 者 の 選 定
及 び 事 後 審 査 の 実 施

開札後、落札者の決定を揉留 こ_´ 、予定価格の範囲内で布勒な最低の価格をもつて入札を

行つた者 (以 ド「落本と技構者」 とい う。)か tⅢ 順に競争参力経合格の審査を空,う ど落札候補者

は、井i限 までに資格確認申請書等を提出 と/ない場合、競争参力旧資格がないものとする。

なお、幕札儀構者は上位から順に 3帝 (上位の者 と同額の者が複数いる場合はこの眼 りで

はない。)を決定 と_´ 資幣確認資準卜を求めるが、適格者が確認できた韓点で、次l頃位以降の者

の競争参力H査櫓の審査は行わないものとする。

逓   無   口 令和6年3月 盟 周 (■)17:00 表で (予定)重対象業者あて通知する.

提 出 期 眠 令和6年 3月 26郵 〔火)15100 まで

提  出 書  類

④ 雪と雌了′定技術者の資格等 (様式 1)

② 業務突縦 (様式 2)

0資棒推認申講書 (鈴 3サ様式)の資粋確認の各項露に記載〔ァイ必要書類

提  出  都  数 1部

提 出 方 法 辣則、持参

提   出  先

〒900-0035  ガh等 百f逓章巨
J・ 2香 1号

郵覇港管理組合 総務郡 総務課 財務班

竜講者 号‐ 098-86群 2578

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参力‖査務の確認は、開本と後、申詣書等の提出薪限の 層をもつて行 うものとし、捨の結

果 l~(以下の輝まで tこ書面により通矢Πする。

令和6年 3月 27日 (水)(千て)

なお、暮札償補4に▼,いて競争参れ資格が確認さオ1,適格章であることが確認できた場合

ユよ、落札者決定通知をもつて資格確認結果の通知に代走るものとする。

溶 札 者 lノ)決 定 方 法
事後審査の結果、落本と候補者が競争参力博務格を満たしていると確認した場合は、当該落ホと

侯補者を落
=と

者とする。また、そ分結果は、全入札参力H者に通姉する9

競争参力R資格がないと認め

られた者がその理由に対 し

て イくЛ僕 が あ る 場 合

競争参繰資格がないと認められ′た者ti、 管理者に対 tッ て競争参力H資格がないと認められ,た

避 ,itこ ■)いて説明を求めることができるc

管理者は説亭]を求めとュ瀬メたときは、苦情を申し立て期限の翌日から起算して5口 以内 (休

簿を除く)に説明を求めた者に対しミ書面により理答する,

提 出 期 限
競争参細資格確認結果の通鋒を行つた日の翌日から返算とンてる日以内

(体 爛を除く)と ‐
|‐ る。

提   出  先 ぷ覇港管理組合 総務部 総務謀 財務攻

提 出 方 法
書面 (様式 白―l)を 持参することc郵送叉 |ま竜送 (メ ールや融X)'こ よ

るものは受け付と,な い。

本 入́ 札  に 係

資 料 の 1文  扱

る
予ヽ

ア 資格確認中議幕等の乍成及び提出に孫 る費用は、提出者の負担 とする。

イ 契約:1当 者は、提出された資務確認申請普等について、競争参加資務の確認以外に

提出者に無断で使淀 とンない。

ウ 提出された資格確認申請書等 |■ 、返却 tソ な́い。
‐ 提出薪磯内に限 り、査格確認申議書等ジ)修正、差 し替え、追加、・司提出を謡める。

オ 提脂井:眼を過ぎた場合、資碁確認申譜普等球受 t夕 付けない,

力 資格確認坤討書等の受却後、書項 よヽこ奈を審脊 tン 、書類の記載鴻オR,や添付淵淑′等が

あつた場合 ,ま競争参加資格無 ↓となり、落札者となること燃できない。

キ 査格確認申請書等に進偽の記載をした排合、始名俸止措越要領 tこ基づく指名停止

をイ子多ことがあるぅ
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8 人札保証金及び契約保証金

入 本L保 証 金

入本と保証金の金額等 :よ 、現金又難管理者が確実と認める有価証券等をもつて見積る契約金

額の100分の5以上を納付するものとfす るどただし、次のいずね/かに該当する場合は、人札保

証令の納付を免除する。
ア 保険会社 との瑚 iこ組合を被保険者 とする入札保証保険契約を締結 tッ たとき。

イ 国 (独立行政法入含むc)又 とま地方公共団体 とその社類及び規模をほぼ固 じくする契

約を締結した実絞をイョし、これらのうち過去2衛年の間に履行期限の手と来した二以上、′〉

契約を全て誠実に嫡行 した者っ
なお、次の者は入本と,こ 関する条件に達反とンたものたとフて、その人札を無蒻とする。
こ)鶏銀までに′入札保証金の納イヽ十、若 しくとま納付に代わると記ア、イのいずれかに係る

妄類の提出のない者
(2,入

=し

保証金の金額等が 上記の条件に満たない場合
(3).入札保証金等の納付等に係る書娠に不備があつた場合
また、一度提出された入札保証金の納付等の変更難できないものとする。

※ 入札保証金を免除した慇札者が翼約を結ばない場合、長害喘償金として、入
=と

金額に

消費税及び地方消費税を報えた額の100分の 5を郭霧港管理組合に紳付 tン なけ承′:ずならな
モ` c

Xイ により入札保証金の免鍮を受 iす る場含は、様式 「地方公共団体等契為状況確認とを

提出すること.

提 出   鞘   眼 令和6年3月 襄9日 (火)17:OO まで

提 出 先

〒9000035  那覇市通堂町 E番 1号

)Jl覇 港管'環絶今 総務

“

; 総務謀 財務斑

電話番号 09許86許2578

礼 保 証 金入

( 現 金 納 付 )
提 出 方 法

ア 「人札保証金納付書発行族頼書Jを持参すること

＼要事前連絡
イ 組合が発行する納 入́通宏H壽重より金融機関で保証全を

納付 と、領収書 (写)を 離記別限までに提誨するこ

と。

入札保,■ 保険証券‐ム

札保証書・地方公共四
体等契約状

`鬼
確認資料

提 出 ギブ
~法 持参又は郵慧 (配達が確認できる方法にてき付するこ

と:

保 険 螂 問
保 証 期 間

碑本と日か ら2か月 とす るf

有 価 証 券 等
受入 同時 。受入方法等の調整があるので、事前に 上記fユ 当銚まで連絡

すること.

契 約 保 証 金 曳除 (雰る朝港管理糸騒合契約規則第 4条第 1項第 O号とこよる)

6/7



慇札汰定後、テタリス等により西Ё麓寺窟鵡 .普分案績に関する連原の‐事寿等が確認された

亡・還職響◆場合でやをょゝ
は熱心F)ら れな帝ヽこ

に 1こ病気等の特別
を満たし、かつ

ばな
～

とを結契約 がある
ヽヤ と し死 て承認 れ イまなお なを得 さ た場合の外 資絡控認病気

え抒ll講書等t′〉差審
な理由 よ や

・
り| 警変更する 露 掲げむを得ず西送置予慮技術者 場合は、 る

と予定技術者 を取熾1周等以上の新 なけれし らばな― 予な当率河てデ瀬簸鯉

※那覇港管理組合契箱規則第4と条の1規定回数の範囲内
あ り

本1業務に係る楔釉は、
したときはこの限りで感

落本と者てア)決贈後、 7日―以l・

ザヽ
lに締結す!る 。ただし、

なセ|。

ぶ業務受注者と随意契約する場合i変更協議Xは穏連する業務φ予定鶴終の1算定は、
(当初契約なェ買■当初設計額)を変更業務価格また|は関連業務の穀計観に飛じ蕉

るる

つ。

し、これを遵守すること,

人本と,い得、 諏契約壽棄八柱参力‖警は、

7/'


